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要配慮者利用施設の避難確保計画作成等の義務化について 

 

平成２９年６月１９日の『水防法』等の改正により、浸水想定区域などに所在

する要配慮者利用施設（老人ホームや障がい者福祉施設など）の所有者または管

理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。また、

令和３年５月１０日にも『水防法』等が改正され、作成した避難確保計画に基づ

く避難訓練を実施した際の報告が義務化されました。 

 

 対象となる施設  

浸水想定区域や土砂災害警戒区域等に位置する医療施設や防災上の配慮を要

する人（高齢者や児童、障がい者等）が利用する施設が対象となります。 

 

 避難確保計画とは  

要配慮者利用施設における洪水時等の避難確保計画とは、要配慮者（高齢者や

障がい者、子ども等）の通所・入所施設や学校、病院等において、水害が発生す

るおそれがある場合に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画で

す。 

 

 

 

 

 

  

Ｑ.施設が浸水想定区域もしくは土砂災害警戒区域にあるか 
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土砂災害情報マップ（土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域） 

 

 

水害情報マップ（浸水想定区域） 

 

大府市立横根保育園 

ジーニアス幼稚園 
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大府市公式ウェブサイト 

 

 

大府市防災ガイドブック（H12.9 東海豪雨の実績） 

 

 大府市 市民協働部 危機管理課 防災危機管理係 

電話：0562-45-6320（直通） メール：kikikanri@city.obu.lg.jp 


